
重要事項説明書 

（介護予防）福祉用具貸与サービス 

 

第１条 （会社の概要） 

法 人 の 名 称 株式会社へいあん 

代 表 者 職 氏 名 代表取締役 相馬 秀行 

法 人 の 所 在 地 神奈川県平塚市桜ヶ丘１－３５ 

電 話 番 号 ０４６３－３５－６５７８ 

Ｆ Ａ Ｘ 番 号 ０４６３－３４－１７１３ 

運 営 す る 主 な 

事業・サービス内容 

訪問入浴・訪問介護・居宅介護支援・訪問看護・通所介護・地域密着型通所介

護・福祉用具貸与・住宅リフォーム・特定福祉用具販売・認知症対応型共同生

活介護・小規模多機能型居宅介護（介護予防事業も含む） 

事 業 所 数 15ヶ所 

 

第２条（会社のサービス方針等） 

会社の経営理念は、お客様を第一として考え、生活産業を通じて社会に貢献することです。その

為に人材の教育育成に努め、サービスの品質を磨き続けます。また、利用者、その家族、さらに地

域社会のケアを通し利用者の生き甲斐を創造します。 

 

第３条（福祉用具貸与サービスの目的） 

福祉用具貸与サービスは、要介護状態となった場合においても、その利用者が可能な限りその居

宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、日常生活上の便宜

を図り、その機能訓練に資するとともに、利用者の介護する者の負担軽減を図ることを目的としま

す。 

 

第４条（事業所の概要）    

事 業 所 名 へいあんホームケア平塚 

所 在 地 神奈川県平塚市桜ヶ丘１－３５ 

管 理 者 横尾 直明 

電 話 番 号 ０４６３－３５－６５７８ 

Ｆ Ａ Ｘ 番 号 ０４６３－３４－１７１３ 

指 定 年 月 日 平成２０年４月１日 

介護保険事業所番号 １４７２００１７４０ 

第三者評価の有無 有  ・  無 



 

 

第５条（事業所の職員体制等） 

１ 職員体制 

職種 人員 備考 

管理者 1名 福祉用具専門相談員と兼務 

福祉用具専門相談員 2名以上  

 

 ２ 職務内容 

① 管理者  

 管理者は、事業所の従業者の管理及び業務の管理を一元的に行います。 

② 福祉用具専門相談員 

福祉用具専門相談員は、事業所に対する指定福祉用具貸与の利用の申込みに係る調整、希望及

びその環境を踏まえた適切な福祉用具の選定を行います。 

 

第６条（サービス提供地域） 

平塚市、大磯町、伊勢原市、小田原市、藤沢市、茅ヶ崎市、鎌倉市、寒川町 

  

第７条（営業日および営業時間：窓口対応時間） 

 

第８条（サービス内容） 

事業所は、居宅サービス計画に基づき介護保険法が定めるサービスを提供します。 

１ サービス内容について 

  ①要介護認定状況に合わせた福祉用具に関する相談 

②ご利用者の身体状況や環境を踏まえた福祉用具選定の援助 

③福祉用具サービス計画書の作成 

  ④ご利用者の希望に沿った福祉用具の搬入出日時についての相談・調整 

  ➄福祉用具の納品時における使用前点検、及びご希望の場所への組み立て、据付け 

  ⑥ご利用者の身体状況に合わせた調節、適合状況の確認 

  ⑦実際に納品した福祉用具を用いての使用方法や使用上の留意点の説明及び取扱説明書の交付 

⑧部品の磨耗や緩み等が発生した場合の交換・修理 

  ⑨ご利用者宅への訪問時における、福祉用具の使用状況の把握、メンテナンス、調整、交換 

  ⑩福祉用具の消毒、補修、保管 

 

 

 

営 業 日 
月曜日から土曜日まで 

（ただし、１２月３０日から１月３日までは休業） 

営 業 時 間 
平日 土曜日 祝日 

９：００～１７：３０ ９：００～１７：３０ ９：００～１７：３０ 

サービス提供時間 
平日 土曜日 祝日 

８：３０～１８：００ ８：３０～１８：００ ８：３０～１８：００ 



 ２ サービス品目 

  ①車イス 

  ②車イス付属品 

  ③特殊寝台 

  ④特殊寝台付属品 

  ⑤床ずれ防止用具 

  ⑥体位変換器 

  ⑦手すり 

  ⑧スロープ 

  ⑨歩行器 

  ⑩歩行補助つえ 

  ⑪認知症老人徘徊感知器 

  ⑫移動用リフト 

  ⑬自動排泄処理装置 

   上記品目については、要介護状態区分により貸与できなくなる品目もありますので、介護支援専

門員または、福祉用具専門相談員にご確認ください。 

 

第９条（連携について） 

  事業所は、福祉用具貸与サービスの提供にあたり、介護支援事業所及び保健医療サービス又は福祉

サービスを提供する者との密接な連携に努めます。 

 

第１０条（介護費用及び利用者負担金について） 

１ 介護費用及び利用者負担金の体系について 

①福祉用具の介護費用については、別添カタログに定める料金となります。 

②福祉用具の貸与内容については、別紙【介護費用体系表】にて、明示します。 

③地域単価は、下記のとおりとなります。 

地域単価 ： １０．００円  

④介護費用は、サービスや内容ごとに決められた単位数に地域単価を乗じた金額となります。 

⑤利用者負担金は、介護費用から介護保険給付額を引いた金額になります。 

⑥消費税のかかる商品については、表示料金に含まれています(内税表示)。 

⑦キャンセル料は、利用者負担金の額に消費税をかけた金額となります。 

⑧介護費用等は原則１ヶ月単位になりますが、開始月と終了月の介護費用等は次のようになります。 

 貸与開始月の介護費用 貸与終了月の介護費用 

開始(終了)日が当月１５日以前 １ヶ月分の全額 １ヶ月分の１／２の額 

開始(終了)日が当月１６日以降 １ヶ月分の１／２の額 １ヶ月分の全額 

     

２ 貸与内容及び利用者負担金は居宅介護支援事業所が作成する利用者の「サービス利用票」及び「サ

ービス利用票別表」によるものとし、詳細は、別紙【介護費用体系表】にて説明します。 

３ 別紙【介護費用体系表】にて取り交わした内容に変更が生じた際は、あらためて別紙【介護費用体

系表】をもって、確認することとします。 

４ 介護費用及び利用者負担金の単価変更について 

①介護費用等の単価を変更する場合には、事業所は利用者に対して、１ヶ月前までに文章により通

知することにより変更後の介護費用等を申し入れることができます。 



②介護費用等の単価を変更する場合、新たな介護費用等については、別添にて定めるとともに、別

紙【介護費用体系表】を作成し、利用者から同意を得ます。 

５ 利用者負担金については、金融機関の口座から引き落としとさせていただきます。利用者が希望す

る場合は、郵便局への振込み・現金回収にてお支払いいただくことも可能です。 

６ 利用者負担金は居宅サービス計画を作成しない場合など「償還払い」となる場合には、いったん利

用者が介護給付額（１０割）を支払い、その後市区町村に対して保険給付分を請求することになり

ます。 

７ 介護給付額の一部が制度上の支給限度額を超える場合には、超えた部分は全額自己負担となります

（その際には、居宅サービス計画を作成する際に介護支援専門員から説明の上、利用者の同意を得

ることになります）。 

８ 利用者が介護保険料の支払いを滞納している場合、介護保険法により介護給付の支払方法変更（償

還払い）等の給付制限が生じることがあります。保険給付の制限を受けた場合（被保険者証の給付

制限欄に「支払方法の変更」等の記載があった場合）、サービス利用票別表に記載されている当事

業所提供分のサービス費用（「費用総額（保険対象分）」及び「利用者負担（全額負担）」）の総額を

お支払いいただきます。詳細については介護支援専門員又は担当者からご説明します。 

９ 以下の場合には利用者ご了承のうえ、搬入出にかかった費用を別途お支払いいただきます。 

  ①搬入出業務の際、特別な作業や措置が必要な場合 

  ②第６条で定めた地域外の搬入出業務 

  ③契約期間中にお客様の転居等により、貸与商品の移動を行う場合 

 

１０ 福祉用具専門相談員等が利用者宅を訪問する際にかかる交通費については、第６条で定めるサー

ビス提供地域にお住まいの方は無料となります。 

 

第１１条（キャンセル） 

１ 利用者がサービスを中止する際には、すみやかに第４条に定める連絡先までご連絡ください。 

２ 利用者の都合で搬入前にサービスを中止する場合には、できるだけサービス利用の前日までにご連

絡ください。当日キャンセルはキャンセル料を申し受けることになります。（ただし、利用者の容

態の急変など、緊急時の場合ややむを得ない事情がある場合は、キャンセル料は不要です。） 

３ キャンセル料は、当月分の利用者負担金の支払いにあわせてお支払いいただきます。 

 

第１２条（福祉用具サービス計画） 

１ 事業所は利用者の日常生活の状況及びその意向を踏まえて、居宅介護支援事業所が作成する利用者

の居宅サービス計画に沿って、福祉用具サービス計画書を作成し、これに従って計画的にサービス

を提供します。 

２ 福祉用具サービス計画の作成に当たっては、事業所は事前に担当者を訪問させ、利用者の日常生活

の状況及びその意向を確認するとともに、作成後は利用者にその内容を説明します。また、同意を

得た上で交付します。 

３ 事業所は、利用者がサービス内容や提供方法等の変更を希望し、その変更が居宅サービス計画の範

囲内で可能なときは、速やかに福祉用具サービス計画書の変更等の対応を行います。 

４ 事業所は、居宅サービス計画の期間に基づき利用者の状況の評価等を行い、必要に応じてサービス

の内容を見直します。 

５ 事業所は第３項の申出に対し、利用者の希望するサービスの提供ができない場合、居宅介護支援事

業所との連絡調整のもとで、他の提供可能な内容を利用者に提示して協議するものとします。 



６ 事業所は、利用者が居宅サービス計画の変更を希望する場合、速やかに居宅介護支援事業所への 

連絡調整等の援助を行います。 

 

第１３条（サービス提供の記録） 

１ 事業所はサービスを提供した際には、サービス提供の開始日及び終了日ならびに種目及び品名、 

介護費用等を別紙【介護費用体系表】に記入し、利用者の確認を受けることとします。 

２ 事業所はサービスを提供した際には、提供した具体的な内容等を記録するとともに、サービス終了

後５年間はこれを適切に保存し、利用者の求めに応じて閲覧に応じ、又は実費負担によりその写し

を交付します。 

 

第１４条（連絡先の確認） 

  事業所は、サービスを提供するにあたり、利用者の連絡先及び連絡相談の窓口となられる家族の方

の連絡先を確認させていただきます。 

 

第１５条（介護保険証、及び介護保険負担割合証の確認） 

サービス利用に当たり介護保険証、及び介護保険負担割合証の内容について確認をさせていただき

ます。 

 

第１６条（虐待の防止のための措置） 

事業所は利用者の人格を尊重する視点に立ってサービスに努め、また虐待の防止に必要な措置を講

じるとともに、虐待等を受けている恐れがある場合は、直ちに防止策を講じ市区町村へ報告します。 

当事業所は、利用者の人権の援護、虐待の発生叉はその再発を防止するため次の措置を講ずるもの 

とします。 

（1） 虐待防止のための対策を検討する委員会を定期的に開催するとともに、その結果について従業

者に周知徹底を図る 

（2） 虐待防止のための指針の整備 

（3） 虐待を防止するための定期的な研修の実施 

（4） 前 3 号に掲げる措置を適切に実施するための担当者の設置 

 

第１７条（緊急時・事故発生時の対応） 

１ サービス提供により事故が発生した場合は、県、市区町村、当該利用者の家族、当該利用者に係わ

る居宅介護支援事業所等に連絡を行うとともに、事故の状況及び事故に際してとった処置を記録し、

賠償すべき事故が発生した場合は、損害賠償を速やかに行います。ただし、自らの責めに帰すべき

事由によらない場合には、この限りではありません。 

２ サービスの提供を行っている時に利用者の病状の急変が生じた場合、その他必要な場合は、速やか

に主治医への連絡等を行います。 

３ 感染症や非常災害の発生時においては、利用者に対するサービス提供を継続的に実施するための非

常時の体制で早期の業務再開を図るための業務継続計画に従い必要な措置を講じるものとします。 

 

第１８条（貸与商品の取扱いについて） 

１ 利用者は、別紙【介護費用体系表】に記載した貸与商品と異なる機種が納品され、または貸与商品

について故障・破損を発見した場合には、すみやかに事業所に通知し、会社は該当貸与商品につい

て修理または交換を行うものとします。 



２ 前項の修理・交換に伴う費用は原則として事業所が負担するものとします。ただし、利用者側の事

情により貸与商品の交換・変更を希望する場合または、利用者もしくは家族等が事業所側の指示・

説明に反して貸与商品を使用したために故障・破損が発生した場合には、この費用は利用者が負担

するものとします。 

 

第１９条（秘密保持） 

１ 業務上で知り得た利用者及びその家族に関する秘密及び個人情報を、利用者又は第三者の生命、身

体等の危険防止の為など正当な理由がある場合を除いて契約期間中及び契約終了後も第三者に漏

らすことはありません。従業者についても、退職後もこれらの秘密を保持するべき旨を従業者との

雇用契約の内容とします。 

２ あらかじめ文章等により利用者の同意を得た場合は、前項の規定にかかわらず居宅介護支援事業所

との連絡調整その他必要な範囲内で、同意した者の個人情報を利用できるものとします。 

 

第２０条（衛生管理） 

事業者は、感染症の発生又はまん延を防ぐために必要な措置を講じるとともに、従業者に対し定期

的に健康診断等を実施します。又、日頃からの手洗いうがいの徹底に努め、当事業所における感染

症の予防及びまん延防止のための指針を整備し、従業者に対し感染症の予防及びまん延防止のため

の研修を定期的に実施します。 

 

第２１条（従業者の研修） 

事業者は、従業者の資質の向上を図るための研修の機会を次のとおり設けるものとし、また、業務

体制を整備します。 

  １   採用時研修    

    ２   事業所内研修 

第２２条（相談窓口、緊急時連絡先及び苦情対応） 

１ 当事業所でのサービスに関する相談や苦情は、次の窓口で対応いたします。 

 

２ 次の公的機関においても、苦情相談ができます。 

 

 

へいあんホームケア平塚 

電 話 番 号 ０４６３－３５－６５７８ 

ＦＡＸ番号 ０４６３－３４－１７１３ 

相談責任者 横尾 直明（ヨコオ ナオアキ） 

対 応 時 間 午前９時００分から午後５時３０分まで（平日・土曜・祝日） 

平塚市役所 介護保険課 

所 在 地 神奈川県平塚市浅間町９－１ 

電 話 番 号 ０４６３－２１－８７９０ 

ＦＡＸ番号 ０４６３－２１－９６０２ 

対 応 時 間 午前８時３０分から午後５時００分まで（平日） 

 



 

 

藤沢市役所 介護保険課 

所 在 地 神奈川県藤沢市朝日町１－１ 

電 話 番 号 ０４６６－５０－３５２７ 

ＦＡＸ番号 ０４６６－２３－５１７４ 

対 応 時 間 午前８時３０分より午後５時００分まで（平日） 

 

大磯町役場 福祉課 

所 在 地 神奈川県中郡大磯町東小磯１８３ 

電 話 番 号 ０４６３－６１－４１００ 

ＦＡＸ番号 ０４６３－６１－６００２ 

対 応 時 間 午前８時３０分から午後５時１５分まで（平日） 

 

伊勢原市役所 介護高齢福祉課 

所 在 地 神奈川県伊勢原市田中３４８ 

電 話 番 号 ０４６３－９４－４７１１ 

ＦＡＸ番号 ０４６３－９４－２２４５ 

対 応 時 間 午前８時３０分から午後５時００分まで（平日） 

 

小田原市役所 高齢介護課・介護給付係 

所 在 地 神奈川県小田原市荻窪３００ 

電 話 番 号 ０４６５－３３－１８２７ 

ＦＡＸ番号 ０４６５－３３－１８３８ 

対 応 時 間 午前８時３０分から午後５時１５分まで（平日） 

 

茅ヶ崎市役所 高齢福祉介護課 

所 在 地 神奈川県茅ヶ崎市茅ヶ崎１－１－１ 

電 話 番 号 ０４６７－８２－１１１１ 

ＦＡＸ番号 ０４６７－８２－１４３５ 

対 応 時 間 午前８時３０分から午後５時００分まで（平日） 

 

神奈川県国民健康保険団体連合会 

所 在 地     神奈川県横浜市西区楠町２７番地１ 

電 話 番 号     ０４５－３２９－３４４７ 

対 応 時 間 午前８時３０分より午後５時１５分まで（平日） 

鎌倉市役所 高齢者いきいき課 

所 在 地 神奈川県鎌倉市御成町１８－１０ 

電 話 番 号 ０４６７－６１－３９５０ 

ＦＡＸ番号 ０４６７－２３－７５０５ 

対 応 時 間 午前８時３０分から午後５時１５分まで（平日） 

 

寒川町役場 高齢介護課 

所 在 地 神奈川県高座郡寒川町宮山１６５ 

電 話 番 号 ０４６７－７４－１１１１ 

ＦＡＸ番号 ０４６７－７４－５６１３ 

対 応 時 間 午前８時３０分から午後５時００分まで（平日） 

 



別紙【介護費用体系表】 

 貸与内容及び介護費用等については、下記のとおりとなります。 

 

  

注）上記の「利用者負担金」については、負担割合1割の方の料金となっております。介護保険負担割

合証において負担割合が2割になっている場合は、「介護費用」から「介護費用に80％を乗じた金額」

を引いた金額が「利用者負担金額」となります。負担割合が3割になっている場合は、「介護費用」か

ら「介護費用に70％を乗じた金額」を引いた金額が「利用者負担金額」となります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

品目 介護費用価格帯 利用者負担金価格帯 

車イス 1,800円～50,000円 180円～5,000円 

車イス付属品 500円～7,000円 50円～700円 

特殊寝台 5,000円～15,000円 600円～1,500円 

特殊寝台付属品 200円～9,000円 20円～900円 

床ずれ防止用具 1,500円～12,000円 150円～1,200円 

体位変換器 500円～10,000円 50円～1,000円 

手すり 100円～17,500円 10円～1,750円 

スロープ 500円～19,000円 50円～1,900円 

歩行器 2,000円～12,000円 200円～1,200円 

歩行補助杖 1,000円～2,500円 100円～250円 

認知症老人徘徊感知器 1,000円～14,000円 100円～1,400円 

移動用リフト 8,000円～45,000円 800円～4,500円 

自動排泄処理装置 12,000円 1,200円 



 

 

 

 

令和   年   月   日 
 

本書面を交付し、重要事項を説明しました。 
 

事業所 所在地 神奈川県平塚市桜ヶ丘１－３５ 

  

    名 称 へいあんホームケア平塚 

    説明者                                  

 
 
令和   年   月   日 
 

上記のとおり説明を受け、サービス提供の開始に同意し、本重要事項説明書の交付を受けました。 

 

利用者 住 所                                                                    

    氏 名                                  

代理人 住 所                                                                    

    氏 名                                  
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